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１  計画 策定 の 趣旨  

平 成 ３ ０ 年 に 、 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 多 く の 機 関 に お い て 、

障 害 者 雇 用 率 制 度 の 対 象 障 が い 者 の 不 適 切 に 計 上 さ れ て い る こ

と が 明 ら か と な り 、 法 定 雇 用 率 を 達 成 し て い な い 状 況 が 浮 き 彫

り に な り ま し た 。  

こ の た め 、 令 和 元 年 ６ 月 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法

律 （ 以 下 「 法 」 と い い ま す 。 ） が 改 正 さ れ 、 国 及 び 地 方 公 共 団

体 が 率 先 し て 障 害 者 を 雇 用 す る 責 務 が 明 示 さ れ ま し た 。 ま た 、

厚 生 労 働 大 臣 が 作 成 す る 指 針 に 即 し て 、 「 障 害 者 で あ る 職 員 の

職 業 生 活 に お け る 活 躍 の 推 進 に 関 す る 取 組 に 関 す る 計 画 」 を 作

成 す る こ と と さ れ ま し た 。  

障 が い 者 の 活 躍 と は 、 障 が い 者 一 人 ひ と り が 、 能 力 を 有 効 に

発 揮 で き る こ と で あ り 、 就 業 し て 同 一 の 職 場 に 長 期 に 定 着 す る

だ け で な く 、 全 て の 障 が い 者 が 、 そ の 障 が い 特 性 や 個 性 に 応 じ

て 能 力 を 有 効 に 発 揮 で き る こ と を 目 指 す こ と が 必 要 で す 。  

こ れ ら を 踏 ま え 、 本 町 で は 令 和 ２ 年 度 か ら 令 和 ６ 年 度 ま で を

計 画 期 間 と す る 「 栄 町 障 が い 者 活 躍 推 進 計 画 」 （ 以 下 「 第 一 期

計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 し 、 民 間 の 事 業 主 に 対 し て 率 先 垂 範 す

る 立 場 と し て 、 法 定 雇 用 率 の 達 成 に 加 え 、 障 が い 者 雇 用 を 継 続

的 に 進 め 、 障 害 の あ る 職 員 の 活 躍 の 推 進 に 関 す る 施 策 を 推 進 し

て き た と こ ろ で す 。  

第 一 期 計 画 が 令 和 ６ 年 度 を も っ て 終 了 す る こ と か ら 、 こ れ ま

で の 取 組 を 踏 ま え 、次 期 計 画 と な る「 栄 町 障 が い 者 活 躍 推 進 計 画

（ 第 二 期 ） （ 以 下 「 本 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 し ま す 。  
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２  計画 の策 定 主体  

本 計 画 は 、 町 長 及 び 教 育 委 員 会 を 合 算 し た 特 例 認 定 に よ り 障

害 者 任 免 通 報 を 行 っ て い る こ と か ら 、 町 長 部 局 及 び 教 育 委 員 会

が 連 名 で 策 定 し ま す 。  

任 命 権 者  機 関 名  

町 長  町 長 部 局  

教 育 委 員 会  教 育 委 員 会  

 

３  計画 期間  

本 計 画 の 計 画 期 間 は 、 令 和 ７ 年 度 か ら 令 和 １ １ 年 度 ま で の  

５ 年 間 と し ま す 。  

な お 、 計 画 期 間 内 に は 、 毎 年 度 取 組 状 況 等 を 把 握 ・ 検 証 し 、

必 要 に 応 じ て 見 直 し を 行 い ま す 。  

 

４  実施 状況 の 点検 及び 公表  

（ １ ）本 計 画 を 策 定 し 、又 は 変 更 を 行 っ た 際 は 、庁 内 情 報 シ ス テ ム

等 を 通 じ て 職 員 に 周 知 す る と と も に 、 ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 広 く

公 表 し ま す 。  

（ ２ ） 本 計 画 に 基 づ く 主 な 内 容 に つ い て は 、 毎 年 度 ホ ー ム ペ ー ジ

等 で 広 く 公 表 し ま す 。  

  ア  目 標 の 達 成 状 況  

①  採 用 に 関 す る 目 標 の 達 成 状 況  

②  定 着 に 関 す る 目 標 の 達 成 状 況  

③  職 場 で の 満 足 度 に 関 す る 目 標 の 達 成 状 況  

  イ  活 躍 を 推 進 す る た め の 取 組 内 容 に 関 す る 事 項  
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５  障が い者 雇 用に おけ る 現 状 と課 題  

（ １ ） 町 長 部 局 と 教 育 委 員 会 を 合 わ せ た 実 雇 用 率 が 法 定 雇 用 率 の

２ ． ８ ％ を 下 回 っ て い ま す が 、 実 雇 用 者 は ５ 人 で 法 定 雇 用 者

数 は 満 た し て い ま す 。  

令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 時 点 （ 重 度 加 算 含 む ）  

 対 象  

職 員 数  

法 定  

雇 用 率  

実 雇 用 率  障 が い 者  

雇 用 者 数  

法 定 雇 用  

義 務 者 数  

町 長 部 局  1 6 6 . 5人  2 . 8％  3 . 0％  5人  4人  

教 育 委 員 会  4 1 . 5人  2 . 8％  0％  0人  1人  

計  2 0 8人  2 . 8％  2 . 4％  5人  5人  

※ 本 町 は 町 長 部 局 及 び 教 育 委 員 会 を 合 算 し た 特 例 認 定 を 受 け て い ま す 。  

し か し 、令 和 ８ 年 ７ 月 以 降 は 、法 定 雇 用 率 が ３ ．０ ％ へ 引 き

上 げ ら れ る 予 定 で あ り 、 今 後 は 障 が い の あ る 職 員 の 定 年 退 職

等 も 見 込 ま れ る こ と か ら 、職 員 の 定 年 延 長 も 考 慮 し つ つ 、計 画

的 に 障 が い 者 雇 用 を 推 進 し て い き ま す 。  

ま た 、正 規 職 員 と し て の 任 用 だ け で は な く 、様 々 な 任 用 形 態

を 活 用 す る 必 要 が あ り ま す 。  

（ ２ ） 様 々 な 障 が い 特 性 に 配 慮 し た 執 務 環 境 や 職 場 介 助 の 体 制 を

確 保 す る 必 要 が あ り ま す 。  

【 例 】  

①  肢 体 不 自 由 者  

障 害 者 用 ト イ レ（ 本 庁 舎 １ 階 の み ）、事 務 室 内 の 移 動 時

の 障 害 物（ 車 い す 利 用 等 ）、通 勤 へ の 配 慮（ 専 用 駐 車 場 ）

な ど の 物 理 的 環 境 へ の 配 慮  

②  聴 覚 障 が い 者  

筆 談 や 手 話 通 訳 者 の 配 置 な ど 意 思 疎 通 へ の 配 慮  

③  内 部 障 が い や 精 神 障 が い 者  

個 人 情 報 を 保 護 し た う え で 職 員 の 障 が い 特 性 な ど に つ

い て の 理 解  
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６  目標  

（ １ ） 採 用 に 関 す る 目 標  

各 年 ６ 月 １ 日 に お い て 、法 定 雇 用 率 に 基 づ く 雇 用 者 数 を 確 保

し ま す 。ま た 、令 和 １ １ 年 度 ま で に は 実 雇 用 率 も 上 回 る よ う 努

め ま す 。  

そ の た め に 、職 場 全 体 で 障 が い 者 雇 用 の 推 進 に 関 す る 理 解 を

深 め ま す 。  

さ ら に 、 毎 年 の 任 免 状 況 通 報 に よ り 把 握 ・ 進 捗 管 理 を 行 い 、

適 切 に 評 価 を 実 施 し ま す 。  

（ ２ ） 定 着 に 関 す る 目 標  

採 用 後 １ 年 間 の 定 着 率 を １ ０ ０ ％ と し 、職 場 の 働 き づ ら さ を

理 由 と し た 不 本 意 な 離 職 者 を 極 力 生 じ さ せ な い よ う に 努 め ま

す 。  

さ ら に 、 毎 年 の 任 免 状 況 通 報 に よ り 把 握 ・ 進 捗 管 理 を 行 い 、

適 切 に 評 価 を 実 施 し ま す 。  

（ ３ ） 職 場 で の 満 足 度 に 関 す る 目 標  

計 画 初 年 度 に ア ン ケ ー ト 等 に よ り 実 態 に 関 す る デ ー タ を 収

集 し 、以 降 は 初 年 度 の 各 項 目 結 果 を 基 準 と し て 、そ れ を 下 回 ら

な い よ う 努 め ま す 。  

 

７  活 躍を 推進 す るた めの 取組 内 容  

（ １ ） 障 が い 者 の 活 躍 を 推 進 す る 体 制 整 備  

ア  町 長 部 局 の 人 事 主 管 課 長 が 障 害 者 雇 用 推 進 者 と な り 、法 定

雇 用 率 以 上 を 維 持 す る た め 、障 が い 者 採 用 を 計 画 的 に 実 施 し

ま す 。  

イ  人 事 主 管 課 に お い て 、随 時 職 員 の 職 業 生 活 に 関 す る 相 談 や

指 導 を 行 う「 障 が い 者 職 業 生 活 相 談 員 」を 適 切 に 選 任 し ま す 。 

ウ  業 務 上 の 指 導 等 を 行 う 職 場 の 上 司 ・ 同 僚 に よ る 日 常 的 な

配 慮 を 行 い 、 相 談 し や す い 環 境 づ く り に 努 め ま す 。  

エ  障 害 者 差 別 解 消 法 が 改 正 さ れ 、令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 よ り 合 理
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的 配 慮 が 義 務 化 さ れ た こ と か ら 、障 が い 者 に 対 す る 正 し い 理

解 と 配 慮 を 講 ず る 必 要 が あ る た め 、職 員 研 修 を 実 施 し 、障 が

い 者 に 対 す る 正 し い 理 解 を し た 上 で 、受 け 入 れ 態 勢 を 整 え る

方 法 を 身 に つ け ま す 。  

（ ２ ） 障 が い 者 の 活 躍 の 基 本 と な る 職 務 の 選 定 ・ 創 出  

ア  新 規 に 採 用 し た 職 員 に つ い て は 、本 人 の 障 が い 特 性 を 把 握

す る た め 、採 用 後 の 数 年 間 は 重 点 的 に 本 人 や 所 属 職 員 か ら の

聞 き 取 り を 行 う な ど 、能 力 を 発 揮 す る た め の 環 境 の 整 備 及 び

職 務 の 選 定 に 努 め ま す 。  

イ  職 員 の 配 置 換 え に つ い て は 、自 己 申 告 な ど に 基 づ き 、本 人

の 障 が い 特 性 に 適 し た 職 務 を 把 握 し た 上 で 行 う よ う 努 め ま

す 。  

（ ３ ） 障 が い 者 の 活 躍 を 推 進 す る た め の 環 境 整 備 ・ 人 事 管 理  

ア  執 務 環 境  

①   障 が い の あ る 職 員 の 執 務 場 所 に つ い て は 、勤 務 し や す

い 基 礎 的 な 環 境（ ス ロ ー プ 、エ レ ベ ー タ ー 、多 目 的 ト イ

レ 及 び 専 用 駐 車 場 等 ） に 配 慮 し ま す 。  

②   職 員 本 人 の 要 望 を 踏 ま え 、就 労 支 援 機 器 等 の 購 入 等 を

検 討 し ま す 。  

購 入 等 の 例 ： 車 椅 子 対 応 事 務 机 ・ ロ ー カ ウ ン タ ー ・  

難 聴 対 応 電 話 機  等  

イ  募 集 ・ 採 用  

①   採 用 試 験 に お い て は 、受 験 者 が 試 験 会 場 に て 要 望 す る

事 項 に 最 大 限 配 慮 す る こ と に 努 め ま す 。  

②   募 集 ・ 採 用 に 当 た っ て は 、 厚 生 労 働 省 ｢障 害 者 差 別 解

消 指 針 ｣「 合 理 的 配 慮 指 針 」 及 び 人 事 院 「 合 理 的 配 慮 指

針 」 を 踏 ま え 、 以 下 の 取 扱 い は し ま せ ん 。  

・   特 定 の 障 が い を 排 除 し 、 又 は 特 定 の 障 が い に 限 定

す る こ と 。  

・   自 力 で 通 勤 で き る こ と と い っ た 条 件 を 設 定 す る こ と 。  
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・   介 助 者 な し で 業 務 遂 行 が 可 能 と い っ た 条 件 を 設 定

す る こ と 。  

・   「 就 労 支 援 機 関 に 所 属 ・ 登 録 し て お り 、 雇 用 期 間

中 支 援 が 受 け ら れ る こ と 」 を 条 件 に 設 定 す る こ と 。  

・   特 定 の 就 労 支 援 機 関 か ら の み 受 入 れ る こ と 。  

③  そ の 他 の 人 事 管 理  

・   通 院 の 必 要 が あ る 場 合 に つ い て は 、 通 院 の 療 養 休

暇 等 の 取 得 に 配 慮 し ま す 。  

（ ４ ） 優 先 調 達 の 推 進  

「 栄 町 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の 調 達 方 針 」 に 基 づ

き 、 障 が い 者 の 活 躍 の 場 の 拡 大 を 推 進 し ま す 。  

 


